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腹日時・期間　複場所　覆対象　淵内容　弗持ち物　払定員　沸費用　仏申し込み　物問い合わせ

おしらせＨＯＴコーナー　案内おしらせＨＯＴコーナー　案内

お
し
ら
せ

お
し
ら
せ

Ｈ
Ｏ
Ｔ

Ｈ
Ｏ
Ｔ
コ
ー
ナ
ー

コ
ー
ナ
ー

市役所の電話
996-2111

FAX
995-7367

０１２０‒８４０‒２２５
防災行政無線で放送した
内容が聞き取れなかった
場合、再度聞き直せます
（定時放送を除く）。通話
料は無料です。

防災行政無線
テレホンサービス

案
内
案
内

八
潮
市
議
会
定
例
会
の
傍
聴

　

平
成
27
年
第
２
回
八
潮
市
議
会
定
例
会

を
６
月
１
日
㈪
か
ら
18
日
㈭
ま
で
開
会
し

て
い
ま
す
。

一
般
質
問
日　

６
月
15
日
㈪
〜
17
日
㈬

※
一
般
質
問
と
は
、
議
員
が
市
の
仕
事
全

般
に
つ
い
て
、
執
行
機
関
か
ら
現
在
の
状

況
や
こ
れ
か
ら
の
考
え
を
聞
く
こ
と
。

払
各
日
42
人
（
当
日
先
着
順
）

物
議
事
調
査
課
☎
焚
２
７
７

会
議
の
開
催

●
第
１
回
八
潮
市
社
会
教
育
審
議
会
の
傍

聴腹
６
月
25
日
㈭　

午
後
２
時
〜
４
時
（
受

付
＝
午
後
１
時
30
分
〜
２
時
）

複
教
育
委
員
会
会
議
室
（
市
役
所
別
館
）

淵
平
成
26
年
度
社
会
教
育
事
業
報
告
な
ど

払
10
人
（
当
日
先
着
順
）

物
社
会
教
育
課
☎
焚
３
６
５

●
第
１
回
八
潮
市
検
診
等
に
関
す
る
専
門

部
会
の
傍
聴

腹
６
月
29
日
㈪　

午
後
１
時
30
分
〜
２
時

30
分

複
保
健
セ
ン
タ
ー
医
師
控
室

淵
平
成
26
年
度
が
ん
検
診
に
お
け
る
が
ん

確
定
報
告
に
つ
い
て

払
５
人
（
当
日
先
着
順
）

物
健
康
増
進
課
☎
995
・
３
３
８
１

●
第
１
回
八
潮
市
健
康
と
福
祉
の
ま
ち
づ

く
り
推
進
協
議
会
の
傍
聴

腹
７
月
８
日
㈬　

午
後
１
時
15
分
〜
２
時

30
分

複
保
健
セ
ン
タ
ー
医
師
控
室

淵
委
員
の
委
嘱
お
よ
び
役
員
の
選
出
に
つ

い
て 

払
５
人
（
当
日
先
着
順
）

物
健
康
増
進
課
☎
995
・
３
３
８
１

老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
寿
楽
荘
・

す
え
ひ
ろ
荘
お
よ
び
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
セ
ン
タ
ー
の
臨
時
休
館

　

施
設
内
の
害
虫
消
毒
を
行
う
た
め
、
休

館
し
ま
す
。

腹
７
月
４
日
㈯

物
寿
楽
荘
☎
995
・
２
８
４
７
、
す
え
ひ
ろ

荘
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
☎
936
・
９

１
８
１

公
共
施
設
に
関
す
る
市
民

意
識
調
査

　

市
で
は
、
今
後
の
公
共
施
設
の
維
持
管

理
や
整
備
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
を
示

し
た
「
八
潮
市
公
共
施
設
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

基
本
方
針
」
を
定
め
ま
し
た
。

　

今
後
、
こ
の
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
公

共
施
設
の
更
新
や
統
廃
合
な
ど
に
向
け
た

取
り
組
み
を
進
め
る
に
あ
た
り
、
市
民
の

皆
さ
ん
の
意
見
を
お
聴
き
し
ま
す
。
調
査

の
対
象
に
な
っ
た
方
は
、
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

腹
６
月
30
日
㈫
ま
で

覆
３
０
０
０
人
（
市
内
在
住
の
18
歳
以
上

の
方
か
ら
無
作
為
抽
出
）

淵
郵
送
に
よ
る
調
査

物
財
政
課
☎
焚
４
７
０

単
独
浄
化
槽
ま
た
は
汲
み
取
り

便
槽
か
ら
合
併
浄
化
槽
に
転
換

す
る
場
合
に
補
助
金
を
交
付

覆
市
内
の
市
街
化
調
整
区
域
に
自
ら
居
住

し
て
い
る
既
存
専
用
住
宅
で
単
独
浄
化
槽

ま
た
は
汲
み
取
り
便
槽
を
合
併
浄
化
槽
に

転
換
す
る
方
（
法
人
は
対
象
外
）

補
助
限
度
額　

▼
５
人
槽
＝
33
万
２
０
０

０
円
▼
７
人
槽
＝
41
万
４
０
０
０
円
▼
10

人
槽
＝
54
万
８
０
０
０
円
▼
処
分
費
＝
６

万
円

※
予
算
枠
に
達
し
次
第
締
め
切
り

仏
平
成
28
年
３
月
10
日
ま
で
に
、
環
境
リ

サ
イ
ク
ル
課
（
☎
焚
２
３
４
）
へ

埼
玉
県
内
市
町
村
職
員
採

用
合
同
説
明
会

　

市
町
村
ご
と
に
設
置
す
る
ブ
ー
ス
で
、

市
町
村
の
特
色
や
職
員
の
募
集
状
況
、
勤

務
条
件
、
仕
事
の
内
容
な
ど
に
つ
い
て
、

直
接
人
事
担
当
者
か
ら
話
を
聞
く
こ
と
が

で
き
ま
す
（
八
潮
市
も
ブ
ー
ス
を
設
置
予

定
）。

　

詳
し
く
は
、ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://

www.hitozukuri.or.jp/navi/
event/

）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

腹
７
月
９
日
㈭　

午
後
１
時
〜
６
時
（
入

場
は
午
後
５
時
ま
で
）

複
さ
い
た
ま
ス
ー
パ
ー
ア
リ
ー
ナ

沸
無
料

※
事
前
申
込
不
要

物
彩
の
国
さ
い
た
ま
人
づ
く
り
広
域
連
合

☎
048
・
664
・
６
６
８
１

社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
強
調

月
間
―
７
月
１
日
〜
31
日
―

　

社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
は
、
す
べ
て

の
国
民
が
、
犯
罪
や
非
行
の
防
止
と
罪
を

犯
し
た
人
た
ち
の
更
生
に
つ
い
て
理
解
を

深
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
お
い
て
力
を

合
わ
せ
、
犯
罪
や
非
行
の
な
い
明
る
い
社

会
を
築
こ
う
と
す
る
全
国
的
な
運
動
で
す
。

物
さ
い
た
ま
保
護
観
察
所
企
画
調
整
課
☎

048
・
861
・
８
２
８
７

社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
啓
発
キ
ャ
ン
ペ

ー
ン

腹
７
月
４
日
㈯　

午
後
３
時
30
分
〜
５
時

複
八
潮
駅
北
口
広
場
（
駅
前
交
番
西
側
）

淵
潮
止
中
学
校
吹
奏
楽
部
と
ジ
ャ
ズ
ミ
ュ

ー
ジ
シ
ャ
ン
に
よ
る
演
奏
、
啓
発
資
料
配

布
な
ど

物
社
会
福
祉
課
☎
焚
８
２
２

家
屋
調
査

　

家
屋
を
新
築
ま
た
は
増
改
築
し
た
場
合
、

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
が
課
税
さ
れ

ま
す
。
そ
の
税
額
を
算
出
す
る
た
め
、
市

の
職
員
に
よ
る
「
家
屋
調
査
」
を
実
施
し

て
い
ま
す
。

　

調
査
に
あ
た
っ
て
は
、家
屋
の
内
部（
間

取
り
・
設
備
な
ど
）
を
拝
見
し
ま
す
。

　

ま
た
、
調
査
を
行
っ
て
い
な
い
家
屋
、

取
り
壊
し
を
し
た
家
屋
が
あ
り
ま
し
た
ら

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

物
資
産
税
課
☎
焚
３
０
２

　市内に本店などのある施工業者を利用し、お住まいの住宅改修工事をする市民に対し、その
費用の一部を補助する制度です。

対 象 住 宅
　申込資格を満たしている方が所有し居住している個人住宅で、市内にある住宅。なお、集合
住宅は個人の専用部分とします。
補助金の額
　10万円（税別）以上の工事で、工事額の30パーセント（千円未満切り捨て）
※上限額10万円、予算枠に達し次第締め切り
対 象 工 事
▼市内に本店などを有する施工業者が行う、10万円（税別）以上のリフォーム工事
▼補助金の交付が決定されてから着工し、平成28年3月16日までに完了する工事
※すでに改修工事を着工している方や、改修工事が完了している方は対象外
▼建物の内外装の改修および修繕、建物の増改築など
申 込 資 格
次のすべてに該当する方
▼申込日現在、市内に1年以上住民登録している方
▼申込日現在において市税の滞納のない方
▼対象工事が、市で実施している同様の補助制度を受けていない方
▼過去に同じ住宅で、この補助金を受けていない方※昨年度までに一度でもこの補助金を利用
した方は、利用不可
申 込 方 法
　6月29日から12月28日までに、所定の申請用紙（商工観光課または市ホームページで入手）
などを商工観光課窓口へ（郵送不可、6月29日から7月1日までは市役所第2会議室で受付）
※本人または同居の親族以外の方が申請書を提出するときは、本人の委任状が必要です。
※案内チラシは、商工観光課の窓口で配布しています。

八潮市住宅改修資金補助金


一人で抱え込まず、一人で抱え込まず、
 生活に困ったら相談を 生活に困ったら相談を

　社会保障・税番号制度導入に伴い、
個人番号の仮付番作業およびシステム
の切替作業を行うため、休止します。
腹7月12日㈰
物市民課☎焚２１０

市民課日曜窓口の休止

物商工観光課☎焚２０２
　市では、生活困窮者自立支援法の施行によ
り、4月から生活困窮者支援窓口を開設してい
ます。
　この制度は、生活保護に至る前の段階の生
活に困っている方に対し、相談支援などを実
施することで自立の促進を図ることを目的と
しています。

 ■相談窓口
　社会福祉課窓口
　自立相談支援専用電話☎949－6317

覆市内在住で、経済的な問題などで生活にお
困りの方※生活保護受給者を除く
淵▶自立相談支援事業　支援員が相談者の生
活状況などを確認し、どのような支援が必要
かを一緒に考え、具体的な支援プランを作成
し、生活の安定に向けた支援を行う。
▶住居確保給付金の支給　離職などにより住
居を失った、または失うおそれがある方に 、
一定期間家賃相当額を支給。生活の土台とな
る住居を整えたうえで、就職に向けた支援を
行う。※支給は、一定の要件を満たす方が対
象
物社会福祉課☎焚316


